
  1．事業の目的

２．居宅介護支援サービスを提供する事業所

　　（１）事業所の概要

事業所の名称 指定居宅介護支援事業所　　ゆめ風車

所在地 〒７４６－００１７　　周南市宮の前二丁目６番２７号

電話番号等 TEL：　０８３４－６１－３２７７

FAX:　 ０８３４－６１－２５８１

指定事業者番号

実施サービス 居宅介護支援

サービス提供地域 周南市(旧徳山市、旧新南陽市）　離島は除く

備考

　　（２）職員体制　　

職　　　種 常勤 非常勤 計

管理者 1　人 1　人

介護支援専門員 3　人 １　人 4 人

事務職員

備考

　　（３）営業日及び営業時間

　　営業日 土、日曜日、祝日および１２月２９日～１月３日以外

　　営業時間 平日　　午前８時３０分～午後５時１５分

　　備考 電話等により、２４時間常時連絡可能な体制を整備しています。

（うち１人は管理者）

(令和 6 年  4月 １日)

居宅介護支援サービス重要事項説明書

　    公益財団法人周南市医療公社が開設する｢指定居宅介護支援事業所」の適正な運営を確保す
るために、人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態にあるお客様の委託により、お客様
の心身の状況等に応じた適切な居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を支援し、作成された居宅
サービス計画に沿って指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡
調整その他の便宜を図ることを目的とします。
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（１）居宅介護支援サービスの申し込み

（２）状態の把握（アセスメント）

   　担当の介護支援専門員がご利用者やご家族に面接し、抱えている問題点や解決すべき

   　課題を分析します。

   　※施設への入所を希望される場合は情報提供いたします。

（３）居宅サービス計画原案の作成

   居宅サービス事業者に関する情報をもとに、ご利用者が居宅サービス事業者を選定します。

（４）居宅サービス担当者との連絡調整

    担当の介護支援専門員を中心に、関係する居宅サービス担当者やご利用者・ご家族も

    参加し、必要な意見交換を行うことにより居宅サービス計画の内容調整を図ります。

（５）居宅サービス計画の作成

    ご利用者の希望や心身の状況等を考慮し、居宅サービスの目標とその達成時期、

　  サービスの種類、内容、利用料金等を決定します。

（６）ご利用者の同意

    作成された居宅サービス計画の内容についてご確認、ご了承いただきます。

（７）ご利用者への居宅サービス計画書の交付

    ご利用者に同意いただいた居宅サービス計画書を交付します。

（８）居宅サービスの提供

   居宅サービス計画に位置づけられたサービスを各々の居宅サービス事業者より提供します。

（９）状況の把握（モニタリング）

   居宅サービス計画の実施状況について、１か月に１回以上ご利用者の居宅を訪問し、

   面接した上で評価を行い、必要に応じてサービス計画の変更を実施します。

　 要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額支給されるので自己負担はありません。

　 ただし、保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合は、１ヶ月につき

　 下記の料金をいただき、事業所から「サービス提供証明書｣を発行します。

　 この「サービス提供証明書｣を後日お住まいの市区町村窓口に提出しますと、全額

　 払い戻しを受けられます。

　（1）　居宅介護支援費

要介護１･２

要介護３・４・５  月1,411単位　（14,406円）
要介護１･２  月　544単位　（5,554円）
要介護３・４・５  月　704単位　（7,187円）
要介護１･２  月　326単位　（3,328円）

要介護３・４・５  月　422単位　（4,308円）

運営基準減算

適正な居宅介護支援が提供できていない
場合
運営基準減算が２月以上継続している場
合算定できない

 基本単位数の50％に減算

  　 重要事項及び契約内容を確認いただき、契約の締結をします。

４． 利用料金

  （1単位は10.21円）

居宅介護支援費Ⅰ（i）
介護支援専門員一人あたりの
担当件数が１～４４件

 月1,086単位　（11,088円）

特定事業所集中減算

 正当な理由なく特定の事業所に
80％以上集中等
（指定訪問介護・指定通所介護・指定地
域密着型通所介護・指定福祉用具貸与）

１月につき200単位減算

（2）　居宅介護支援費　[減算]

居宅介護支援費Ⅰ（ii）
介護支援専門員一人あたりの
担当件数が４５～５９件

居宅介護支援費Ⅰ（iii）
介護支援専門員一人あたりの
担当件数が６０件以上

３．居宅介護支援サービスの申し込みから居宅サービスが提供されるまでの流れと主な内容



ホ）退院･退所加算（Ⅲ）
９００単位

（９，１８９円）

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な
情報提供を三回以上受けており、うち一回はカンファレンスによ
る場合

ニ）退院･退所加算（Ⅱ）
ロ

７５０単位
（７，６５７円）

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な
情報提供を二回受けており、うち一回はカンファレンスによるこ
と

３２３単位
（３，２９７円）

①常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること
②常勤かつ専従の介護支援専門員を２人以上配置していること
③利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項
に関する伝達を目的とした会議を定期的に開催すること
④24時間体制を確保し、かつ必要に応じて利用者等の相談に対応
する体制を確保していること
⑤介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること
⑥地域包括支援センターから支援困難ケースが紹介された場合
に、当該ケースを受託する体制を整備していること
⑦地域包括支援センター等が実施する事例検討会に参加している
こと
⑧特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
⑨介護支援専門員１人あたりの利用人数が４５人未満である
⑩介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基
礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること
⑪他の法人が運営する指定居宅介護支援事業所と共同で事例検討
会、研修会等を実施していること
⑫必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活
全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービ
ス計画を作成していること
※上記要件を満たすため、令和6年4月より算定

ハ)退院･退所加算（Ⅱ）イ
６００単位

（６，１２６円）
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な
情報提供をカンファレンス以外の方法により二回受けている場合

イ）退院･退所加算（Ⅰ）
イ

４５０単位
（４，５９４円）

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な
情報提供をカンファレンス以外の方法により一回受けている場合

ロ）退院･退所加算（Ⅰ）
ロ

６００単位
（６，１２６円）

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な
情報提供をカンファレンスにより一回受けているこ場合

入院時情報連携加算Ⅱ
２００単位

（２，０４０円）

病院又は診療所に入院した翌日又は翌々日に、当該病院又は診療
所の職員に対して必要な情報提供を行った場合
※営業時間終了後に入院した場合は、入院から起算して３日目が
営業日でない場合は、その翌日を含む

入院時情報連携加算Ⅰ
２５０単位

（２，５５２円）

病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職
員に対して必要な情報提供を行った場合
※入院日前の情報提供も含む
※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日
の翌日を含む

初回加算
３００単位

（３，０６３円）
新規として取り扱われる計画を作成した場合

　（3）居宅介護支援費に係る加算   （1単位は10.21円）   　　

特定事業所加算Ⅲ



５． 相談窓口、及び苦情・事故受付窓口
（１）サービス相談及び苦情・事故受付共通の窓口

　・苦情が発生した場合、お客様及び職員双方から情報を得、原因を突き止め、必要

　　な改善を図ります。

　　　　（相談窓口 ）

　　

　　 ０８３４－６１－３２７７

　　　　　平日　午前　８時３０分～午後　５時１５分

（2）その他の相談・苦情受付窓口

　・その他、以下の市区町村等の苦情相談窓口に相談することもできます。

　　　　（市区町村の相談・苦情受付窓口 ）

　　

０８３４－２２－８４６７

高齢者支援課　

　　　　（国民健康保険団体連合会の相談・苦情受付窓口 ）

　　 山口県国民健康保険団体連合会

０８３－９９５－１０１０

介護保険課　苦情相談班

所在地 山口市朝田１９８０番地７

電話番号

担当部署

備考

所在地 周南市岐山通り１丁目１番地

電話番号

担当部署

備考

国保連合会

　緊急時等居宅カンファレンス
加算

２００単位
（２，０４２円）

病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利
用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅
サービス等の利用調整を行った場合

　・居宅介護支援サービスに対するご相談や、お問い合わせ、ご意見、苦情などに対する

電話番号

受付時間

担当者 山内　望友紀

市区町村名 周南市

事業所名 指定居宅介護支援事業所ゆめ風車

通院時情報連携加算
５０単位

（５１０）

利用者一人につき、１月に１回を限度とする　　利用者が医師又
は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利
用者の心身状況や生活環境等の必要な情報提供を受けた上で、居
宅サービス計画（ケアプラン）に記載した場合

所在地 周南市宮の前二丁目６番２７号

　　窓口を常設しております。

ターミナルケアマネジメント加
算

４００単位
（４，０８４円）

在宅で死亡した終末期の医療ケアの方針に関する当該利用者はそ
の家族の意向を把握したうえで、死亡日及び死亡日前14日以内に
２日以上居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医及び居宅サービ
ス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合

介護保険サービスが提供さ
れたものと同等に取り扱う
ことが適当と認められる

ケース

居宅介護支援の基本
報酬

居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が、利用者の退院
時などにケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によ
りサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス
担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管
理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと
同等に取り扱うことが適当と認められた場合



６．事故発生時の対応

　　市町村等へ報告後ご相談の上対処させていただきます。

７． 緊急時の連絡先

　　主治医・ご家族等緊急時の連絡先は、予め担当の介護支援専門員により確認させて

　　いただきます。サービス提供中に利用者の容態等の急変等があった場合には、下記

　　の連絡先へ連絡します。

　　　　（ご家族様 連絡先　①）

　　　　（ご家族様 連絡先　②）

　　

８． 介護保険法の改正

　　  国が定める介護給付費(介護報酬）の改定があった場合、料金体系は国が定める

　　介護給付費（介護報酬）に準拠するものとします。

（主治医連絡先）

医療機関名

主治医

　　（平成３０年周南市条例第１８号）に定める内容を遵守し、事業を実施します。

電話番号

備考

　　 「周南市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例」

住所

電話番号

備考

お名前

　  当事業所では、賠償責任保険に加入しており、利用者などの第三者の生命や身体を

お名前 　　

住所

電話番号

備考

　　（ご家族様 連絡先　②）

　　

　　害したり、又は財物を損壊した場合に、その損害に対して補償します。

     居宅介護支援サービス提供中に事故が発生した場合は、管理者、担当医、ご家族、



　　入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名および担当の

　　介護支援専門員がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。

②入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所名および担当介護支援専門員の

　　氏名を伝えていただきますようお願いいたします。

　　

　・前６ヶ月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、地域密着型通

　　所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合、同一事業者によって提供されたものの

　　割合を説明いたします。

  　この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたします。

①ご利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、

１０．利用者自身によるサービスの選択と同意

①ご利用者自身がサービスを選択することを基本に支援し、サービスの内容、利用料等

　　の情報を適正にご利用者または家族に対して提供するものとします。

　・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、ご利用者は、複数の指定居宅サービス事業所

　　ケアの方針決定に対する支援に努めます。

　　付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内容

　　ライン」の内容に沿って、サービス提供にあたり、ご利用者の意思を尊重した医療・

　９．　主治の医師および医療機関等との連絡

　　事業者はご利用者の主治医および関係医療機関との間において、ご利用者の疾患に関

 　 する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。

 　 そのことで利用者の疾患に対する対応を円滑に行うことを目的とします。

　　等を紹介するように求める事が出来、ご利用者は居宅サービス計画に位置付けた

　　指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。

　・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、ご利用者の選択を求めるこ

　　となく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。

　・居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービ

　　ス等の担当者からなる、サービス担当者会議の招集ややむをえない場合には照会等に

　　ご利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、ご利用者への支援を実施します。

　　その際に把握したご利用者の心身の状態を記録し、主治医やケアプランに位置

　　看取り期においては、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスのガイド

　　より当該居宅サービス計画等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、

　　ご利用者及び当該サービス担当者との合意を図ります。

　②終末期と診断された場合であって、日常生活上の障害が１ヶ月以内に出現すると

　　主治の医師等が判断した場合、ご利用者又はそのご家族の同意を得た上で、主治医

　　の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問（モニタリング）をさせていただき、

　　の調整等を行います。



　　　における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り

　　①男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業所の責務を踏まえつつ、

　　ハラスメント対策に取り組みます。

11.継続的な取り組み

　①　利用者及びその家族に関する秘密について

    ④感染症や災害が発生した場合でも、ご利用者が継続して居宅介護支援の提供を受け

12.秘密の保持と個人情報の保護について

　　②感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から指針の整備、

　　　研修の実施、訓練（シュミレーション）の実施等に取り組みます。

　　③ご利用者の人権の擁護、虐待防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止する

　　　ため指針の整備、研修の実施、担当者を定めます。

　　・事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人

　　　情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者

　　　られるよう、業務改善計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修の

　　　

　　　実施、訓練（シュミレーション）の実施等に取り組みます。

　　　扱いに努めるものとします。

　　・事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供

　　　会議等において利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報に

　　　をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に

　　　漏らしません。

　　・また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても

　　　継続します。

　　・事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア

　　・事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を保持させる

　　　ため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持

　　　するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

　　②個人情報の保護について

　　（開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。）

　　　ついても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等で

　　　利用者の家族の個人情報を用いません。

　　・事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（神によるものの

　　　他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、

　　　また処分の際にも第三者へ漏洩を防止するものとします。

　　・事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示する

　　　こととし、開示の結果、追加または削除を求められた場合は遅延なく調査を

　　　行い、利用目的の達成に必要な範囲で訂正等を行うものとします。


